
ハラスメント防止指針 

 

 

第１ 目的 

１ 本指針は、ＮＳユナイテッド海運株式会社（以下「会社」という）におけるハラスメントの防止お

よび排除のための措置などに関し必要な事項を定め、もって、良好な職場環境を維持し、従業員が

有する能力の発揮を確保することを目的とします。 

２ 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行

為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂

行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。 

  性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあ

り、また、妊娠・出産等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

の原因や背景になることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。相手の立場

に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。 

 

第２ 定義 

  本指針において「ハラスメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。 

１ セクシュアルハラスメント   

（１）相手方の望まない性的言動（男性に対する言動や女性間の言動、LGBT 等の性的自認、性的指向

に関連する揶揄、差別的言動を含む。以下、同様）により他の従業員に不利益や不快感を与える

ことをいい、次の２つがあります。 

① 対価型セクシュアルハラスメント 

従業員の意に反する性的な言動に対する従業員の対応により、その従業員が解雇、降格、減給、

労働契約の更新拒否などその勤務条件について不利益を受けることをいいます。 

② 環境型セクシュアルハラスメント 

従業員の意に反する性的な言動により従業員の職場環境が害されることとなったため、能力の

発揮に重大な悪影響が生じるなどその従業員が就業するうえで見過せない程度の支障が生じる

ことをいいます。  

（２）具体的には、概ね次のような行為をいいます。 

① 性的な冗談、からかい、質問 

② わいせつ図画の閲覧、配付、掲示 

③ その他、他人に不快感を与える性的な言動 

④ 性的な噂の流布 

⑤ 身体への不必要な接触 

⑥ 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為 

⑦ 交際、性的な関係の強要 

⑧ 性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱いなど 

 



２ パワーハラスメント 

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の従業

員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させることをいい、概ね次のものをいい

ます。 

① 暴行、傷害（身体的な攻撃） 

② 脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言（精神的な攻撃） 

③ 隔離、仲間外し、無視（人間関係からの切り離し） 

④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害（過大な要求） 

⑤ 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えな

いこと（過小な要求） 

⑥ 私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害） 

３ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 

   妊娠・出産・育児ならびこれらを理由とする休業または措置の利用等に対して精神的・身体的な

苦痛を与えたり、不利益に取扱ったりすることをいい、概ね次のものをいいます。 

① 部下又は同僚の労働者による妊娠・出産、育児を理由とする休業または措置等の利用を阻害す

る言動 

② 部下又は同僚の労働者が妊娠・出産、育児を理由とする休業または措置等を利用したことによ

る嫌がらせ等 

③ 部下又は同僚の女性労働者が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等 

④ 部下の労働者による妊娠・出産、育児を理由とする休業または措置の利用等に関 

し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為 

⑤ 部下の女性労働者が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱い    を示

唆する行為 

４ ケア・ハラスメント 

   介護及びそれを理由とする休業または措置の利用等に対して精神的・身体的な苦痛を与えたり、

不利益に取扱ったりすることをいい、概ね次のものをいいます。 

  ① 部下又は同僚の労働者による介護を理由とする休業または措置等の利用を阻害する言動 

② 部下又は同僚の労働者が介護を理由とする休業または措置等を利用したことによる嫌がらせ等 

③ 部下の労働者による介護を理由とする休業または措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取

扱いを示唆する行為 

５ カスタマーハラスメント 

職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その

他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害され

るものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。 

６ 求職者等に対するセクシュアルハラスメント 

事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等 

が阻害されるものをいう。 

 



７ その他のハラスメント 

  出身国および地域、年齢、民族、心身の障害（合理的配慮による措置を除く）等による前各号に準

ずる行為をいいます。 

 

第３ 会社および従業員の責務 

１ 会社は、ハラスメントのない健全で快適な職場環境を醸成し維持するため、職場におけるハラスメ

ントの防止のために必要な施策を講じるものとします。なお、ここで言う職場とは、業務を遂行す

る全ての場所および実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の場を含む。 

２ 従業員は、ハラスメントを行ってはなりません。また、他の従業員が行うハラスメントを容認して

はなりません。 

３ 管理監督する立場にある者は、健全で快適な職場環境を確保するため、その職務の一環としてハラ

スメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに関する問題が生じた場合には、適切かつ迅速に

対処しなければなりません。   

４ この指針の対象は、正社員、派遣社員、契約社員、パート・アルバイト等当社におい て働いてい

るすべての労働者です。（1 年以内に当社の従業員または派遣社員であった者を含む） 

５ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労

働者及び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。 

６ セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が被害者及び行為

者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。ま

た、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに

該当します。 

 

第４ 対応措置 

社員がハラスメントを行った場合、陸員就業規則第 63 条(16) または船員賞罰規程第 2 条(8)に当た

ることとなり、処分されることがあります。 

 

第５ ハラスメント相談窓口 

１ 職場におけるハラスメントに関する相談（苦情を含む）の相談窓口として以下を設置し、その責任

者は内部統制担当役員とします。 

 

「あんしんほっとらいん」 運営：株式会社エス・ピー・ネットワーク 

電話： 0120-991-198（月～金曜日 9:00～18:00 / 土日･祝日･年末年始休み) 

電子メール：anshin@e-goiken.com（24 時間 365 日受付 / 携帯メール可） 

通報フォーム： https://form.run/@nsunited-kaiun-egoiken 

郵送：東京都並区上荻 1-2-1 Daiwa 荻窪タワー 

 

２ ヘルプライン規程にもとづき、社内および社外にヘルプライン窓口も設置しています。 

 



第６ ハラスメント相談への対応 

１ 内部統制担当役員は、担当部署へ指示を行い、担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必

要な研修を行うものとします。ハラスメント相談への対応の流れは別に定める「相談・苦情受付後

の流れ」のとおりです。 

２ 職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は、パワーハラスメントや性的な言

動、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談をハラスメント

相談窓口に申し出ることができます。 

３ 相談窓口担当者は相談者からの相談を受け付け、内部統制担当役員へ概要を報告します。報告に基

づき、内部統制担当役員は調査責任者を指名し、調査責任者は相談者のプライバシーに配慮した上

で、必要に応じて行為者、被害者、上司その他の従業員等に事実関係を聴取します。 

４ 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。 

５ 対応マニュアルに沿い、調査責任者は内部統制担当役員に事実関係を報告し、内部統制担当役員は、

総務グループにおいて対策を協議し、問題解決のための措置として、第 4 による懲戒の他、行為者

の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じます。 

６ 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこ

と又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行いません。 

 

第７ 再発防止の義務 

内部統制担当役員は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、

事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければなりません。 

 

 

この指針は、2017(平成 29)年 1 月 1 日から施行する。  

なお本指針の改定は総務グループ管掌役員の決裁により行う。 


